
 

 

 

 

入 札 物 件 調 書 

 
 

 

 

 

 

物件調書は、入札希望者が物件の現況等を確認される 

上での参考資料です。 

入札の前に、必ず現地の状況及び諸規制を御確認くだ 

さい。 

開発等（建築を含む）に当たっては、物件調書に記載の事項

以外にも都市計画法、建築基準法、文化財保護法等の各法令  

及び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる  

場合がありますので、詳細は各関係機関に御確認ください。 

物件は、現状引渡しとなります。 

 

 

 

 

※  マンション等大規模な住宅を建築する際など、市町村教育委員会の 

判断で、物件調書記載の学校とは異なる学区となることがあります。 

※ 本案内書に掲載されている案内図、明細図、現況図及び建築図面等に

ついては、図面等に記載の縮尺と異なる場合があります。 

 



 

 



別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 １  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県鎌ケ谷市南初富二丁目 924 番 451、同番

453 
地 目 宅地 

住 居 表 示 鎌ケ谷市南初富２－１０街区 形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積）  69.55  ㎡ （登記地積）  69.55  ㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 北側で幅員約 3.6m の舗装市道、西側で幅員約 18.0ｍの舗装市道に接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 市街化区域 用 途 地 域 第二種住居地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 建築基準法２２条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制（一） 
第１種高度地区 

所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 なし 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 有 負担の内容 北側道路の道路中心から 2.0m 後退 

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 東京電力エナジーパートナー㈱ 0120-995-001 

上 水 道 可 千葉県企業局県水お客様センター 043-310-0321 

下 水 道 可 鎌ケ谷市都市建設部下水道課 047-445-1483 

ガ ス 可 京葉ガス㈱お客様コンタクトセンター 047-361-0211 

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 新京成線 初富駅の東方 約 1.0 ㎞ 
徒歩 13 分 

バ ス  

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 鎌ケ谷市役所 西 方  約 1．1ｋｍ 

小 学 校 鎌ケ谷市立五本松小学校 北 方  約 0．2ｋｍ 

中 学 校 鎌ケ谷市立第五中学校 東 方  約 1．7ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 
・本物件は、実測面積による売買である。 
・不動産登記記録上の地積は、924 番 451 が 61.48 ㎡、924 番 453 が 8.07 ㎡である。 
・本地内は、概ね平坦である。 
・本地は、東側隣接地より最大約 0.6ｍ低くなっている。 
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・本地内の北側および西側には、高さ約 1.1ｍの単木針金結び柵を設置している。 
・本地の東側（隣接地 924-411）には、高さ約 0.3m～0.4m のコンクリートブロック及び高さ約 1.8m

のブロックフェンスが設置されている。 
・本地の南東側（隣接地 924-519）には、高さ約 2.4m のブロックフェンスが隣地内に設置されてい

るが、そのブロックフェンスの一部が本地内へ越境している。 
・本地の北側（市道 2418 号線）には、コンクリート縁石が市道内に設置されているが、そのコンク

リート縁石の一部が本地内へ越境している。 
・本地内の北側の道路沿いでは、電線が上空を通過している。 
・本地内は、全面アスファルト敷になっている。 
・本地の西側市道の歩道部分には、Ｌ型側溝、植樹帯、東京電力パワーグリッド㈱所有の電柱（１

本）が設置されている。 
・本地西側道路上歩道には角切り部分を除き、Ｌ型側溝、植樹帯が整備されているため、車の進入

口がない。歩道の切り下げについては、設置管理者と協議する必要がある。詳細については、鎌

ケ谷市都市建設部道路河川管理課（TEL047-445-1454）へ確認すること。 
・本地は、景観法による景観計画区域に立地する。一定規模以上の建築物や工作物の建築等を行う

場合は、同法に基づく鎌ケ谷市への届出が必要となる。詳細については、鎌ケ谷市都市建設部都

市計画課都市政策室（TEL047-445-1422）へ確認すること。 
・本地は、下総飛行場周辺における航空法の高さ制限の区域に立地する。建築物や工作物の建築等

を行う場合は、海上自衛隊下総航空基地隊管理隊施設専門官（TEL04-7191-2321 内線 2446）へ

確認すること。 
・本地において、アパートや寄宿舎等の集合住宅の建築等を行う場合は、その規模により『鎌ケ谷

市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱』に基づく必要があるため、鎌ケ谷市都市建

設部建築住宅課（TEL047-445-1466）へ確認すること。 
・本地の北側の市道は幅員４ｍ未満であり、建築基準法第４２条第２項道路である。本地は道路中

心線から２ｍセットバックが必要である。 
・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 
・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 
・本地の北側及び西側道路には、上下水道管、雨水管及び都市ガス管が配管されているため、本地

内への引き込みは可能である。ただし、西側道路の下水道管から引き込みを行う場合は掘削工事

が必要となる。 
・法務局に保管されている建物の閉鎖登記簿によると、本地内 924-451 には軽量鉄骨造亜鉛メッキ

鋼板葺２階建（種類：居宅）延べ床面積 84.66 ㎡、924-453 には木造スレート葺平家建（種類：

居宅）延床 49.57 ㎡の建物が建っていたことが確認できるが、県では建築図面及び解体図面等を

有していないため、埋設物の残置状況は不明である。 
・本地は、鎌ケ谷市洪水ハザードマップによる浸水が予想される区域（水の深さが 1.0ｍ～2.0ｍの

区域）に含まれている。詳細については、鎌ケ谷市役所安全対策課（TEL047-445-1278）へ確認

すること。 
・本物件は、上記のとおり工作物等が設置されているが、本調書記載の有無に関わらず、全て現状

有姿による引渡とする。 
・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 
・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令及

び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ

確認すること。 
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924-451

市道2418号線

市道18号線

924

924-411

924-519

現 況 図

所 在 千葉県鎌ケ谷市南初富二丁目９２４番４５１、同番４５３

縮尺1/200

境界標の種類

金属標

コンクリート杭

構造物凡例

As アスファルト

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

ｺﾝｸﾘｰﾄ縁石

Ｌ型側溝

電柱・電線

雨 雨水ﾏﾝﾎｰﾙ

ﾌﾞﾛｯｸﾌｪﾝｽ

上水道管

下水道管

都市ガス管

雨水管

汚 汚水ﾏﾝﾎｰﾙ

MH ﾏﾝﾎｰﾙ（未分類）

植
樹
帯

弁 仕切弁

弁

弁

汚

汚 汚

雨

MH

金属鋲

基準点

As

As

-453

植
樹
帯

単木針金結び柵

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ
(H=0.3～0.4m)

ﾌﾞﾛｯｸﾌｪﾝｽ
(H=1.8m)

ﾌﾞﾛｯｸﾌｪﾝｽ
(H=2.4m)

※上水・下水・雨水・ガスの地下埋設状況は、各管理者管理図面を参考に

作成しているため、現況と異なる場合があります。

金属標
BM=±0.00

+0.10
+0.04

+0.06 +0.36

+0.32
+0.41（H=1.1m）

+0.38

+0.37
0.00

+0.03

+0.06 +0.10 +0.50

+0.13

+0.13

+0.68

+0.55

+0.03

+0.01

+0.05

+0.08

+0.14

+0.07

単木針金結び柵

道路のｺﾝｸﾘｰﾄ縁石の一部が
本地側へ約7cm越境

隣地のﾌﾞﾛｯｸﾌｪﾝｽの一部が
本地側へ約1cm越境

電線が本地上空を通過

（H=1.1m）

単木針金結び柵

街灯
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別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 ２  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県鎌ケ谷市富岡一丁目５２９番２３ 地 目 宅地 

住 居 表 示  形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積）  ６４．６１  ㎡ （登記地積）  ６４．６１  ㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 

・南側及び西側で幅員約４．０ｍの舗装私道（建築基準法第４２条１項３号道路）に 
接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 市街化区域 用 途 地 域 第１種住居地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 建築基準法第２２条区域、第二種高度地区、道路斜線制限、隣地斜
線制限、日影規制（一） 

所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 なし 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 東京電力カスタマーセンター 0120-995-001 

上 水 道 可 千葉県水道局県水お客様センター 043-310-0321 

下 水 道 無   

ガ ス 可 京葉ガス（株）お客様コンタクトセンター 047-361-0211 

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 新京成線 初富駅の南方０．９ｋｍ 徒歩１２分 

バ ス  

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 鎌ケ谷市役所   北方  約１．３ｋｍ 

小 学 校 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校   北方  約０．８ｋｍ 

中 学 校 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校  北方  約０．５ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 

・本地の南側及び西側で接面している舗装私道（建築基準法第４２条第１項第３号道路）は、本地の 

北西側で行き止まりとなっている。 

また、舗装私道は複数の筆から成り、私道周辺の宅地の所有者等が各筆をそれぞれ所有している。 

・本地は当該私道敷地を含んでいないため、私道の利用にあたっては買受け希望者が自ら土地所有 

 者との調整を行うこと。 
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・本地の東側は、鎌ケ谷市道４１４２号線予定地であり、供用開始後は建築基準法第４２条１項１号 

道路となる。ただし、市道４１４２号線予定地のうち、本地の東側に設置されているガードレール 

と本地の間の部分は当面の間は道路として供用されず、ガードレールも撤去しない予定である。 

・市道４１４２号線は車両の通行は不可能であるため、車両進入防止のガードレール等が設置され 

る。 

・市道４１４２号線にかかる詳細については、鎌ケ谷市都市建設部道路河川整備課（TEL047-445- 

1435）へ確認すること。 

・本地内は、概ね平坦であり、全面防草シート敷きとなっている。 

・本地は周囲の各隣接地より、約０.１ｍ低くなっている。 

・本地内の北側、西側及び南側の外周には高さ約１.２ｍの木柵を設置している。 

・本地の北側では、隣接地（５２９番３５）の花壇の土留の一部が本地内に越境している。 

・本地の北西側では、隣接地（５２９番２４）の段差スロープの一部が本地内に越境している。この 

ことについては、隣接地権者と越境の覚書を締結済である。 

・本地の南東側では、隣接地（５２９番２７、５２９番１３、５２９番２６）の側溝の一部が本地内 

に越境している。 

・本地内の南東側道路沿いでは、電線が上空を通過している。 

・本地の東側（道路予定地）には東京電力エナジーパートナー（株）所有の電柱１本及び支線１本設 

置されている。 

・本地の東側道路予定地には都市ガスが配管されており、本地内への引込みは可能である。 

・本地の西側及び南側の道路には、上水道が配管されており、本地内への引込みは可能である。 

・本地は、公共下水道が未整備のため、浄化槽を設置して下水道（雨水管）に放流する必要がある。 

・下水道（雨水管）は、西側及び南側道路に私設管が配管されているが、放流する場合は南初富 

排水組合の同意が必要となる。 

・私道の掘削工事については土地所有者の同意が必要である。 

・下水道本管（汚水管）を約２３m 延長し引込みを行うことが可能である。引込み工事が必要な場 

合には、鎌ケ谷市都市建設部下水道課（TEL047-445-1483）へ事前に協議すること。 

・法務局に保管されている建物の閉鎖登記簿によると、本地内には、木造瓦・亜鉛メッキ鋼板葺 

２階建の建物（種類：居宅、延床面積６８．４４㎡）が建っていたことが確認できるが、県では 

建築図面及び解体図面等を有していないため、埋設物の残置状況は不明である。 
・本地は、指定容積率２００％の地域に位置するが、前面道路による基準容積率は２００％未満（最

低１６０％）となる。 
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・本地は、景観法による景観計画区域に立地する。一定規模以上の建築物や工作物の建築等を行う 

場合は、同法に基づく鎌ケ谷市への届出が必要になる。詳細については、鎌ケ谷市都市建設部 

都市計画課都市政策室（TEL047-445-1422）へ確認すること。 

・本地は、下総飛行場周辺における航空法の高さ制限区域外であるとのことだが、詳細については 

海上自衛隊下総航空基地隊管理隊施設専門官（TEL04-7191-2321 内線 2446）へ確認すること。 

・本地において、アパートや寄宿舎等の集合住宅の建築等を行う場合は、その規模により『鎌ケ谷 

市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱』に基づく必要があるため、鎌ケ谷市都市建設 

 部建築住宅課（TEL047-445-1466）へ確認すること。 

・本地は、鎌ケ谷市水害ハザードマップによる浸水想定区域（水の深さが０．５ｍ未満の区域）に 

含まれている。詳細については、鎌ヶ谷市役所市民生活部安全対策課防災係（TEL047-445-1278） 

へ確認すること。 

・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 

・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 

・本物件は、本調書記載の有無に関わらず、全て現状有姿による引渡とする。 

・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 

・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令 

及び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関 

へ確認すること。 
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ショッピング
センター

初
富
駅

スーパー
マーケット

売払物件

鎌ケ谷
中学校

鎌ケ谷
小学校

７
．
２
４

１０．８５

５２９－２３

１
１
．
９
８

３．４６

１
．
６
５

Ｎ

（法４２条１項３号道路）

私 道

（令和６年７月調査時点未供用道路）

（鎌ケ谷市道４１４２号線認定済み）

５２９－３９

５２９－３８
５２９－３５

５２９－２４

５２９－２５

５２９－３４

５２９－２６
５２９－１３

５２９－２７

５２９－４１

（供用開始後法４２条１項１号道路予定）

東
武
野
田
線

県
道
８
号
線

至
新
鎌
ケ
谷
駅

至新鎌ケ谷駅

新
京
成
線

至
柏

至
鎌
ケ
谷
駅 至鎌ケ谷大仏駅

２
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５２９－２３

Ｎ

雨

雨
雨

汚

（法４２条１項３号道路）

千葉県鎌ケ谷市富岡一丁目５２９番２３

現 況 図

所 在

縮尺１／２００

花壇
車庫

● ● ● ●

排

●

●

●

●

●

● ●

●
●

●

●

●

私 道

新京成鉄道高架橋

蓋付側溝

蓋無側溝 蓋無側溝

Ａｓ

Ａｓ

●
●

●

●

●●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Ａｓ

蓋
無
側
溝

蓋
付
側
溝

蓋
付
側
溝

電線が本地上空を通過

砂利敷き

隣地の花壇の土留の一部が
本地内に越境

隣地の段差スロープの
一部が本地内に越境

隣地の側溝の一部が
本地内に越境

令和６年７月調査時点未供用道路

鎌ケ谷市道４１４２号線（認定済）

供用開始後法４２条１項１号道路予定

土留（Ｈ＝０．２ｍ）

雨

引込柱

木柵（Ｈ＝１．２ｍ）

防犯灯付

防 草 シ ー ト

木 柵

段差スロープ付き側溝

ガードレール

建 物

電柱・支線

電 線

雨水マンホール（私設管）
（南初富排水組合管理）

構造物凡例
アスファルト 上 水 道 管

ブロックフェンス

Ａｓ

雨 水 道 管

縁 石

集 水 桝

雨

汚

境界標の種類
コンクリート杭

排 排 水 桝

金 属 標

汚水マンホール
（鎌ケ谷市管理）

都 市 ガ ス 管

「※上下水道、ガス管等の地下埋設状況につきましては

　各管理者所管の管理図面を基に作成しているため

　現況と異なる場合があります。」

ただし、　　　部分は、道路として

供用されない。

刻み
ＢＭ＝±０．００

０．３７

０．２５
０．２５

０．３７

０．２５

０．２４

０．２２

０．１７

０．１５

０．１０

０．１６

０．１９ ０．０９

０．０８

０．２０ ０．１７

０．１４

０．０８

０．０９
０．１３

０．０６

０．２０
０．１９

０．１２

０．２３

０．１８

０．２５

０．１９

０．２６

０．０４

０．２５
０．２２
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別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号   
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県 
鎌ケ谷市北中沢一丁目１４４６番２６ 地 目 山林 

住 居 表 示 千葉県鎌ケ谷市北中沢一丁目１３番街区 形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積）    ５６．６６㎡ （登記地積）      ５６㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 北側で幅員約 6.00ｍの舗装市道に接面している 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 市街化区域 用 途 地 域 第 1 種中高層住居専用地

域 
建ぺい率 60％ 容 積 率 200％ 

その他の制限 建築基準法２２条区域、道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制（二） 
第２種高度地区 

所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 なし 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 無 東京電力パワーグリッド㈱ 0120-995-007 

上 水 道 無 千葉県企業局船橋水道事務所 047-433-5144 

下 水 道 可 鎌ケ谷市都市建設部下水道課 047-445-1483 

ガ ス 可 京葉ガス㈱お客様コンタクトセンター 047-361-0211 

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 新京成線 北初富駅の西南西方 約 0.4ｋｍ 徒歩約５分 

バ ス  

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 鎌ケ谷市役所  東方  約 1．5ｋｍ 

小 学 校 鎌ケ谷市立鎌ケ谷小学校 東南東方  約 1．6ｋｍ 

中 学 校 鎌ケ谷市立鎌ケ谷中学校   南東方  約 1．4ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 
・本地内は、概ね平坦である。 
・本地は南側隣接地より約 0.1～0.2m 低くなっている。 

３
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・本地の北側の前面道路には防犯灯が設置されている。 
・本地内の南側に高さ約 1.2m の単木針金結び柵を設置している。 
・本地内の東側の一部には高さ約 1.0ｍのロープ柵を設置している。 
・本地の南側（隣接地 1446-10 及び 1446-27）には高さ約 1.3～1.4ｍコンクリートブロックが設置

されている。コンクリートブロックはその一部が本地内へ越境している。このことについては、

隣接地権者と越境の覚書を締結済である。 
・本地内は草地である。南東側に県所有の防草シートを敷いている。 
・本地の北側道路には都市ガス管及び下水道管が配管されており、本地内への引込みは可能である。 
・本地の北側道路には東京電力の電柱はない。設置については東京電力パワーグリッド株式会社の

「供給事前協議申込ＷＥＢ受付サービス」へ事前協議すること（TEL0120-995-007）。 
・上水管は未整備であるが、約 21m 本管を延長し引き込むことは可能である。 
・雨水管は未整備だが前面に側溝が整備されており、雨水浸透桝を介して側溝に流すことは可能で

ある。 
・本地北側道路と歩道の間には段差のあるコンクリート縁石が整備されているため、車の進入口が

ない。コンクリート縁石の切り下げについては、設置管理者と協議する必要がある。詳細につい

ては、鎌ケ谷市都市建設部道路河川管理課（TEL047-445-1454）へ確認すること。 
・本地は、景観法による景観計画区域に立地する。一定規模以上の建築物や工作物の建築等を行う

場合は、同法に基づく鎌ケ谷市への届出が必要となる。詳細については、鎌ケ谷市都市建設部都

市計画課都市政策室（TEL047-445-1422）へ確認すること。 
・本地は、下総飛行場周辺における航空法の高さ制限の区域に立地する。建築物や工作物の建築等

を行う場合は、海上自衛隊下総航空基地隊管理隊施設専門官（TEL04-7191-2321 内線 2446）へ

確認すること。 
・本地において、アパートや寄宿舎等の集合住宅の建築等を行う場合は、その規模により『鎌ケ谷

市小規模住戸形式集合住宅の建築に関する指導要綱』に基づく必要があるため、鎌ケ谷市都市建

設部建築住宅課（TEL047-445-1466）へ確認すること。 
・本地の一部は、鎌ケ谷市水害ハザードマップによる浸水が予想される区域に立地する。詳細につ

いては鎌ケ谷市安全対策課（047-445-1278）へ確認すること。 
・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 
・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 
・本物件は、上記のとおり工作物等が設置されているが、本調書記載の有無に関わらず、全て現状

有姿による引渡とする。 
・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 
・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令及

び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ

確認すること。 
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1446-26

2
.
4
8

2.50

1
.
7
3

3
.
2
7

8.484.05

1.
82

15.
79

鎌ケ谷市道322
6号

線

（法42条
1項

1号
道路）

6.00

6.00

1446-25

1446-28

1446-35
1446-10

1446-11

1446-27

単位：メートル

売払物件

北初富駅

新京成線
京成電鉄成田空港線

ショッピングセンター

至　新鎌ヶ谷駅

至　京成津田沼駅

至　松戸駅

至　京成高砂駅

国道４６４号線

至　初富

至　くぬぎ山

物 件 番 号

別記　第３号様式

案　　内　　図

明　　細　　図

３
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現 況 図

所 在 千葉県鎌ケ谷市北中沢一丁目１４４６番２６

縮尺1/150

境界標の種類

コンクリート杭

構造物凡例

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ

コンクリート縁石

蓋付側溝

防砂ネット

防犯灯

下水道管

都市ガス管

1446-26

ロープ柵

鎌ケ谷市道322
6号

線

（法42条
1項

1号
道路）

新京成電鉄軌道

ロ
ー
プ
柵

鎌ケ谷市A04
71

集水桝

防草シート

コンクリートブロック
（Ｈ＝約1.3～1.4ｍ）

（Ｈ＝約1.2ｍ）

防
砂

ネ
ッ

ト

（
Ｈ
＝

約
1.

8ｍ
）

1446-25

1446-28

1446-35
1446-27

1446-10

1446-11

（歩道）

※下水、雨水、ガスの地下埋設状況は、各管理者図面を参考に

　作成しているため、現況と異なる場合があります。

フェンス

隣地のコンクリートブロックの一部が

単木針金結び柵

As アスファルト

As

As

本地内に越境している

（
Ｈ

＝
約

1.
0ｍ

）

単木針金結び柵

鋲
BM=±0.00

10.05

9.82

9.87

9.88
9.84

9.94

9.949.95

9.96

10.03

10.009.99

10.1510.19

10.1310.33

10.33
10.34

10.33

10.32

10.10
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別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 ４  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県野田市野田字谷端４０９番７ 地 目 宅地 

居 表 示  形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積） ３２２．３９ ㎡ （登記地積） ３２２．３９ ㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 

南側で幅員約３．６ｍの舗装市道（建築基準法第４２条第２項道路）に、西側で幅

員約１．８ｍの舗装市道（建築基準法第４２条第２項道路）に接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 市街化区域 用 途 地 域 第一種住居地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 日影規制（二）、道路斜線制限、隣地斜線制限、建築基準法２２条 
区域 

所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 なし 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 有 負担の内容 西側及び南側道路中心から２ｍ後退 

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 
東京電力エナジーパートナー(株) 
カスタマーセンター千葉（千葉第二） 

0120-99-5555 

上 水 道 可 野田市水道部お客様センター 04-7122-5959 

下 水 道 可 野田市建設局土木部下水道課 04-7199-4353 

ガ ス 可 野田ガス(株)営業担当 04-7125-0101 

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 東武野田線 野田市駅の北西方 約０．６ｋｍ、徒歩８分 

バ ス  

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 野田市中央出張所 西 方  約 ０．８ｋｍ 

小 学 校 市立中央小学校 北西 方 約 ０．４ｋｍ 

中 学 校 市立第二中学校 南東 方 約 １．１ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 
・本地はほぼ平坦地であるが、本地の南側は隣接地より０．１ｍ、東側は隣接地より０．３ｍ低く 
なっている。 

・本地内の北側、西側及び南側の外周沿いには高さ約１．１～１．２ｍの木柵（番線）を設置してい

る。 
・本地の東側には、隣接地に高さ約１．９ｍのブロックフェンスが設置されている。 
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・本地の北西端には、東京電力パワーグリッド(株)所有の電柱が１本、南西端にはＮＴＴ東日本(株)
所有の電信柱が１本設置されており、電信柱には野田市所有の防犯灯が設置されている。 

・本地内の西側道路沿いでは、電線が上空を通過している。 
・本地の西側道路のセットバック部分の一部ではアスファルト敷となっている個所を除き、草地と

なっている。 
・本地内には、上水道、下水道及び都市ガスが引込済である。 

・本地には、木造瓦葺平家建の居宅（床面積６６.２４㎡）があったが、すでに解体撤去済である。

なお、建築図面及び解体工事図面等の所在が不明のため、地下埋設物の一部が地中に残地されてい

る可能性がある。また、本地の木柵（番線）の内側の草地は防草シートが張られ、地表の様子が確

認できない。 
・平成２５年に前面道路の上水道の本管が５０㎜管から７５㎜管に更新されたとき、引込管の位置

が変更された。その際、本管から切り離された古い止水管が残置されている。 
・本地が接面する２本の市道はいずれも幅員４ｍ未満であり、建築基準法第４２条第２項道路であ

る。道路の南側、西側の対向地はともにセットバック済みであるが、本地は道路中心線から２ｍセ

ットバックが必要である。 
・本地は、指定容積率２００％の地域に位置するが、前面道路のみなし幅員４ｍが適用され、基準容

積率は１６０％となる。 
・本地は、野田市洪水ハザードマップによると、河川が氾濫した場合の最大浸水深３ｍ～５ｍの区域

に含まれている。 
・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 
・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 
・本物件は、上記のとおり工作物等が設置されているが、本調書記載の有無にかかわらず、すべて

現状有姿による引き渡しとする。 
・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 
・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法、各法律及び

各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ確

認すること。 
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令和５年７月時点

４
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別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 ５  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県松戸市小金原八丁目１３番２ 地 目 山林 

住 居 表 示 同上 形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積） ２２８４．１９ ㎡ （登記地積）  ２２８４    ㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 

西側で幅員約３２．５ｍ、東側で幅員約６．０ｍ、南側で幅員約６．０ｍの舗装市道

に接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に基
づく制限 

区域区分 市街化区域 用 途 地 域 第一種低層住居専用地域 
第二種住居地域   

建ぺい率 
第一種低層住居専用地域５０％ 

第二種住居地域 ６０％ 
容 積 率 

第一種低層住居専用地域１００％ 

第二種住居地域 ２００％ 

その他の制限 
道路斜線制限、隣地斜線制限、北側斜線制限、日影規制（二）（第一
種低層住居専用地域）、日影規制（一）（第二種住居地域）、第一種高
度地区、建築基準法２２条区域 

所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 なし 

私道の負担等に
関 す る 事 項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 東京電力エナジーパートナー 
カスタマーセンター 0120-995-001 

上 水 道 可 千葉県企業局市川水道事務所松戸支所 047-368-6143 

下 水 道 可 松戸市建設部下水道整備課 047-366-7361 

ガ ス 可 京葉ガス㈱お客様コンタクトセンター 047-361-0211 

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 新京成電鉄線 常盤平駅の北方約１．９ｋｍ 徒歩２４分 

バ ス 松戸新京成バス 貝の花停留所の南方約０．１km 徒歩１分 

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 松戸市役所小金原支所 北東 方  約０．９ｋｍ 

小 学 校 市立貝の花小学校 東 方  約０．２ｋｍ 

中 学 校 市立栗ヶ沢中学校 南東 方  約０．９ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 

・不動産登記記録上の地積は２，２８４㎡である。 
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・本地は概ね平坦である。 
・本地は、東側道路から約１．２ｍ～２．２ｍ高くなっており。南側道路から本地は０．２ｍ～１．

２ｍ高くなっており、北側隣接地（１３番１）より約０．３ｍ低くなっている。 
・本地の東側には、高さ約１．８ｍ～２．０ｍのコンクリート擁壁、高さ１．４ｍの鉄柵を設置して

いる。 
・本地の南側には、高さ約０．５ｍ～１．２ｍのコンクリート擁壁、高さ１．４ｍの鉄柵を設置して

いる。 
・本地の西側には、進入路が２つあり、高さ１．４ｍのコンクリート塀を設置している。その他は、 
高さ約０．２ｍ～０．４ｍのコンクリートブロック、高さ１．２ｍの鉄柵を設置している 

・本地の北側には、高さ約０．９ｍのコンクリート擁壁、高さ１．２ｍの鉄柵を設置している 
・隣接地（１３番４３）の枝葉が本地内に越境している。 
・隣接地（１３番４１）の鉄塔が本地内に越境している。 
・本地内の進入口、駐車部分はアスファルト舗装、本地内の建物出入り口はコンクリートたたきとな

っており、その他は草地となっている。 
・本地内には、上水道、下水道及び都市ガスが引き込み済みである。 
・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 
・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 
・本地の東側道路上には、東京電力パワーグリッド㈱所有の電柱が３本設置されている。 
・本地の南側道路上には、東京電力パワーグリッド㈱所有の電柱が２本設置されている。 
・本地の東側道路上には、車両進入禁止の交通標識２本と一方通行の交通標識１本設置されている。 
・本地の南側道路上には、指定方向外進入禁止の交通標識が２本設置されている。 
・本地の西側道路上には、一方通行の交通標識１本設置されている。 
・本地内の西側の進入口には、カーブミラーが計４本設置されている。  
・本地内には、自転車置場 、ポンプ室、受水槽、ゴミ置場、砂場、ブランコ、集水桝等の工作物を多

数設置している。 
・本地は、景観法による景観計画区域内に立地するため、一定規模以上の建築物や工作物の建築等を

行う場合は、同法に基づく松戸市長への届出が必要となる。詳細については松戸市街づくり部都市

計画課（ＴＥＬ047-366-7372）へ確認すること。 
・本地において宅地開発事業を行う場合は、松戸市における宅地開発事業に関する条例に基づく所定

の手続きが必要となる場合がある。詳細については松戸市街づくり部住宅政策課（047-366-7366）
へ確認すること。 

・本地は建築基準法第８６条の一団地認定を受けている。（認定年月日：昭和６０年９月５日第一号）

当認定に係わる取り消しや再認定等の手続きについては、詳細を松戸市建築審査課（ＴＥＬ047-366-
6800）に確認すること。 

・本物件は、上記及び別記「建物等の概要」のとおり建物、工作物等が設置されているが、本調書記

載の有無にかかわらず、すべて現状有姿による引き渡しとする。 
図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 
土地の開発等（建築を含む）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法、各法律及び各

地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ確認す

ること。 
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別記 第２号様式 

 建物等の概要 
所 在 千葉県松戸市小金原八丁目１３番地２  千葉県松戸市小金原八丁目１３番地２ 

家 屋 番 号 １３番２の１   １３番２の２ 

種 類 共同住宅 共同住宅 

構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 鉄筋コンクリート造陸屋根３階建 

床 面 積 
１階    ２２８．７８㎡ 
２階    ２２８．７８㎡ 
３階    ２２８．７８㎡ 
延床面積  ６８６．３４㎡ 

１階    ２２８．７８㎡ 
２階    ２２８．７８㎡ 
３階    ２２８．７８㎡ 
延床面積  ６８６．３４㎡ 

建 築 時 期 昭和６１年２月２０日 昭和６１年２月２０日 

間 取 り 

１戸の部屋数 
和室６帖（２）和室４．５帖、台所、浴室、
洗面、便所、押入（４）、バルコニー 
１階から３階まで同型 
１フロア４戸形式 
全１２戸 

１戸の部屋数 
和室６帖（２）和室４．５帖、台所、浴室、
洗面、便所、押入（４）、バルコニー 
１階から３階まで同型 
１フロア４戸形式 
全１２戸 

附 属 建 物 
種類 機械室 
構造 鉄筋コンクリート造陸屋根平家建 
床面積 ８．７５㎡ 
建築時期 昭和６１年２月２０日 

なし 

 
そ の 他 の 
特 記 事 項 

・本物件は、主たる建物２棟及び附属建物１棟、駐輪場等の工作物及び建物に付帯

する設備等付の物件である。 
・建物等の竣工図によると、建物等のための基礎杭を次の通り設置している。 
  建物（１号棟）PHC パイル ４５０Φ L=２２ｍ ４９本 

建物（２号棟）PHC パイル ４５０Φ L=２２ｍ ４９本 
受水槽 PHC パイル ４５０Φ L=２２ｍ ４本 

・図面その他記載事項と現況が異なる場合には、現況を優先とする。 
・調査を実施したわけではないため、アスベスト含有建材等の使用については否定 
できない。 

・本物件については、耐震診断は実施していない。 
・PCB については、令和５年度資産経営課現地調査により使用していないことを確

認した。 
・本物件内には、浴槽、湯沸かし器等が多数残置されている。 
・解体撤去する場合には、建築工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リ

サイクル法）に基づく届け出が必要になるとともに、廃棄物の処理及び清掃に関

する法律に基づき、廃棄物の適正な処理が義務付けられる。 
・建物内の備品等も買い受け人の負担で適切に処理すること。特に特定家庭用機器

再商品化法（家電リサイクル法）に基づく適切な処理を行うこと。 
・本物件に含まれる建物、工作物及び建物に付帯する設備等が現状のまま引き渡さ

れることを十分に理解し、これを使用する場合において必要となる修繕や整備、

安全性の確保については、自らの負担と責任において行うこと。 
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 ・本物件は新築より長期間が経過し、令和２年４月から未利用となっており、建物

及び諸設備の劣化が著しいため、使用する場合は大規模な修繕等が必要となる場

合がある。 
・本物件については、建築時の設計図書等に基づき記載しているため、現況とは異

なる可能性がある。 
・図面その他記載事項と現況が異なる場合には、現況を優先とする。 
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別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 ６  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県船橋市習志野台五丁目２０番１３ 地 目 宅地 

住 居 表 示 千葉県船橋市習志野台五丁目２０番６号 形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積）  ９３７．５９㎡ （登記地積）  ９３７．５９㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 北東側で幅員約１６．０ｍ、北西側で幅員約６．０ｍの舗装市道に接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 市街化区域 用 途 地 域 
第一種住居地域 
第一種中高層住居専用地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 
道路斜線制限、隣地斜線制限、日影規制（一） 
第一種高度地区（最高限）２０ｍ、建築基準法第２２条区域 

所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 無 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 東京電力エナジーパートナー(株) 
カスタマーセンター 0120-995-001 

上 水 道 可 千葉県営水道県水お客様センター 0570-001-245 

下 水 道 可 船橋市建設局下水道部下水道河川管理課 047-436-2620 

ガ ス 可 京葉ガス(株)供給ネットワーク部ネット

ワーク整備グループ 047-325-4525 

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 新京成電鉄・新京成線習志野駅の東方 約１．３ｋｍ（徒歩１７分） 

バ ス 新京成電鉄・船橋新京成バス 
北習志野団地入口停留所の北西方   約０．１ｋｍ（徒歩２分） 

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 船橋市役所習志野台出張所 北西方  約１．５ｋｍ 

小 学 校 市立習志野台第二小学校 北方  約０．７ｋｍ 

中 学 校 市立習志野台中学校 北方  約０．８ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 
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・本地内の北東側は、接面道路より約０．９～１．１ｍ高くなっており、中央に間口約５．０ｍの

スロープ状の進入口がある。（なお、スロープの上部に鎖止用鉄柱が設置されており、車の侵入

可能な幅は最大約２．７ｍである。）北西側は、接面道路が東方向へ下っているため、接面道路

より最大約１．０ｍ高くなっており、西端に間口約１．５ｍの門扉がある。南東側は、隣接地よ

り約０．１ｍ～１．０ｍ高くなっている。南西側は、隣接地より約０．１ｍ～０．４ｍ低くなっ

ている。 

・本地は概ね平坦である。 

・本地の北西側では、本地の排水管の一部が、道路に越境している。 

・本地内の北西側道路沿いには、間口部分を除き、高さ約０．０ｍ～１．５ｍのコンクリート擁壁

及び高さ約０．８ｍのフェンスを、北東側道路沿いには、間口部分を除き、高さ約１．４ｍ～１．

５ｍのコンクリート擁壁及び高さ０．８ｍのフェンスを、本地内の南東側の外周沿いには高さ約

１．１ｍのフェンスを、それぞれ設置している。 
・本地の南東側には、隣接地（２０番８及び２０番２）の高さ約０．３ｍ～１．８ｍのブロック塀

が設置されている。 
・本地の南西側には、隣接地（２０番２１）の高さ約０．３ｍ～０．８ｍのブロック塀及び高さ約

０．６ｍ～０．８ｍのフェンスが設置されている。 

・本地には、マンホール、量水器、集水桝、グレーチング側溝、鎖止用鉄柱、縁石等の工作物を多

数設置している。 

・本地内には、上下水道及び都市ガスが引込み済であるが、設計図書等の所在が確認出来ないため、

配管状況は不明である。 

・本地の北東側接面道路には、信号機が１本、自転車巻き込み注意の道路標識が１本、安全ポール

が４本、街路樹が２本設置されている。 

・本地において宅地開発事業を行う場合は、船橋市宅地開発事業に関する要綱に基づく所定の手続

きが必要となる場合がある。詳細については、船橋市建設局建築部宅地課（電話：047-436-2690）
へ確認すること。 

・本地において、船橋市ワンルーム形式共同住宅に関する指導要綱の適用対象となる建物を建築す

る場合は、同指導要綱に基づく所定の手続きが必要となる。詳細については、船橋市建設局建築

部宅地課（電話：047-436-2695）へ確認すること。 
・本地の一部は、船橋市ハザードマップによる浸水想定区域（水の深さが～０．５ｍの区域）に含

まれている。詳細については、船橋市市長公室危機管理課（電話：047-436-2037）へ確認するこ

と。 

・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 
・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 

・本地は景観法による景観計画区域内に立地するため、一定規模以上の建築物や工作物の建築等を

行う場合は、同法に基づく船橋市長への届出が必要となる。詳細については、船橋市建設局都市

計画部都市計画課（TEL 047-436-2524）へ確認すること。 
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・本地の北西側接面道路には、習志野みゆき町会が管理する防犯灯が１ヶ所、北東側接面道路には、

習志野台５丁目町会が管理する防犯灯が２ヶ所、電柱に設置されている。 

・本物件は、上記及び別記「建物の概要」のとおり建物、工作物等が設置されているが、本調書記

載の有無に関わらず、全て現状有姿による引渡しとする。 
・図面その他の記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 
・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令及

び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ

確認すること。 
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別記 第２号様式 

 建物等の概要 
 

所 在 千葉県船橋市習志野台五丁目２０番地１３ 

家 屋 番 号 ２０番１３ 

種 類 寄宿舎 
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

床 面 積 

 
１階   １７９．１６㎡ 
２階   １７９．１６㎡ 
３階   １７９．１６㎡ 
４階   １７９．１６㎡ 
延床面積 ７１６．６４㎡ 
 

建 築 時 期 昭和４３年１１月１７日新築 

間 取 り 
１戸の部屋数 
和室６帖、和室４．５帖、和室３帖、台所、洗面所、浴室、便所、玄関、 
押入（２）、ベランダ、物入 
１階から４階同型 １フロア４戸形式 全１６戸 

附 属 建 物 符号１ 物置 ブロック造スレートぶき平家建 ２５．９２㎡ 新築年月日不詳 
符号２ 物置 ブロック造スレートぶき平家建 ２５．９２㎡ 新築年月日不詳 

そ の 他 の 
特 記 事 

・本物件は、主たる建物１棟、附属建物２棟及び建物に付帯する諸設備等付きの物
件である。 

・アスベストについては、調査を実施したわけではないため、アスベスト含有建材
等の使用については否定できない。 

・本物件については、耐震診断は実施していない。 

・PCB については、令和６年度資産経営課現地調査により、使用していないこと
を確認した。 

・本物件内には、浴槽、風呂釜、照明器具、棚等が多数残置されている。 

・本物件は新築から長期間が経過しており、また、平成３０年５月から未利用とな
っており、建物及び諸設備の劣化が進んでいるため、使用する場合は大規模な改
修等が必要となる場合がある。 

・本物件については、建築時の竣工図等の所在が不明であり、本書及び建物平面図
は実測により記載している。 

・図面その他記載事項と現況が異なる場合には、現況を優先する。 

・解体撤去する場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リサ 
イクル法）に基づく届け出が必要になるとともに、廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律に基づき、廃棄物の適正な処理が義務付けられる。 
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・建物内の備品等も買受人の負担で適切に処理すること。特に、特定家庭用機器再
商品化法（家電リサイクル法）に基づく適切な処理を行うこと。 

・本物件に含まれる建物、工作物及び建物に付帯する諸設備等が現状のまま引き渡
されることを十分に理解し、これを使用する場合において必要となる修繕や整
備、安全性の確保については、自らの負担と責任において行うこと。 
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別記 第１号様式 
物 件 調 書 

物 件 番 号 ７  
権 利 所 有 権 

所 在 地 千葉県船橋市習志野台八丁目１９８３番１３２ 地 目 原野 

住 居 表 示 千葉県船橋市習志野台八丁目４４番１号 形 状 明細図のとおり 

面 積 （実測面積）   １３８８．６７㎡ （登記地積）        １３８８㎡ 

接 面 道 路 の 
幅員及び構造 南東側で幅員約７．８ｍの舗装市道に接面している。 

都市計画法・ 
建築基準法に
基づく制限 

区域区分 市街化区域 用 途 地 域 準工業地域 

建ぺい率 ６０％ 容 積 率 ２００％ 

その他の制限 第一種高度地区（最高限）２０ｍ、建築基準法第２２条区域、道路斜線制限、隣地

斜線制限、日影規制 
所 有 権 を 制 限 す る 権 利 設 定 無 

私道の負担等
に関する事項 

私道負担の有無 無 負担の内容  

道路後退の有無 無 負担の内容  

供 給 施 設 の 
整 備 状 況 

供給施設 事業所名 電話番号 

電 気 可 東京電力エナジーパートナー（株） 
カスタマーセンター 0120-995-001 

上 水 道 可 千葉県営水道県水お客様センター 0570-001-245 

下 水 道 可 船橋市建設局下水道河川管理課 047-436-2620 

ガ ス 可 京葉ガス（株） 
供給ネットワーク部ネットワーク整備グループ 047-325-4525 

交 通 機 関 
（現地まで） 

鉄 道 東葉高速鉄道船橋日大前駅の南方 約１．３ｋｍ（徒歩１７分） 

バ ス 船橋新京成バス車検場前停留所の北方 約０．５ｋｍ（徒歩６分） 

公 共 施 設 
（現地から） 

市 役 所 船橋市役所習志野台出張所  北東方  約２．０ｋｍ 

小 学 校 市立習志野台第二小学校   東方  約０．９ｋｍ 

中 学 校 市立習志野台中学校   東方  約１．０ｋｍ 

◎ 参 考 事 項 （物件の現況、法令上の制限等に関する特記事項） 

・本物件は、実測面積による売買である。 

・不動産登記記録上の地積は１３８８㎡（実測１３８８．６７㎡）である。 

・本地は北東側北側隣接地より約０．３ｍ～１．０ｍ低くなっている。 

・本地は北西側隣接地より約１．５ｍ、南西側隣接地より約０．０ｍ～１．５ｍ高くなっている。 

・本地は南東側道路より約０．０ｍ～０．３ｍ低くなっており南東側に間口約４．５ｍの進入口が 

 ある。 
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・本地内は北西側及び南西側から北東側に向かって約０．６ｍ高くなっており、北西側には中心に 

向かって最大で約０．９ｍ高くなっている法面がある。 

・本地内の北側及び北東側には、コンクリート擁壁０．３ｍ～１．５ｍ＋ネットフェンス０．９ｍ 

を設置している。 

・本地内の南東側には、進入路を除いて、ブロック塀０．４ｍ～０．７ｍ＋メッシュフェンス１． 

 ５ｍを設置している。 

・本地内の南側から北西側には、コンクリート擁壁０．６ｍ～１．５ｍを設置している。 

・本地の北側から北東側では、隣接地（１９８３番６、同番４８）の樹木の枝葉の一部が本地内に 

 越境している。 

・本地の南東側では、隣接地（市道）の桝の一部が本地内に越境している。 

・本地の北側では、隣接地（１０８３番２７）の角パイプフェンス基礎の一部が本地内に越境して 

 いる。 

・本地の南西側では、本地内の擁壁及び枝葉の一部が隣接地（１９８３番２７）に越境している。 

・本地内の北西側及び南西側には NTT 東日本所有の電柱及び支線が各 1 本設置されている。 

・本地内の南東側にはソフトバンク所有の携帯電話アンテナが１本設置されている。 

・本地の北西側及び南東側では、電線が上空を通過している。 

・本地内はアスファルト舗装となっているが、南西側から北西側までの一部が草地となっており、 

 南西側の一部には防草シートが張られている。 

・本地内には、多数の切株がある。 

・本地内には、防犯灯（３基）、駐輪場（３基）、集水桝、汚水桝、雨水桝、量水器、止水栓、ガス 

 栓等の工作物を多数設置している。 

・本地の南東側道路上には、東京電力パワーグリッド所有の電柱が１本、船橋東警察署所有の道路 

 標識が１基設置されている。 

・本地内には、上水道及び都市ガスが引込済である。 

・敷地内の給水管、汚水管、ガス管、雨水管、建物基礎杭等の設計図書、竣工図等の所在が不明で 

 あるため、建築当時の地中の埋設状況が不明である。 

・本地の汚水管は隣接地（１９８３番２７）の汚水桝へ接続されていたが、令和５年に行った修繕 

 により、本地内に伸びたＬ型擁壁の底版部分で分断された。 

 このため、本地の一部と隣接地（１９８３番２７）にまたがって、分断された汚水管が残置され 

 ている。 

 なお、この残置された汚水管については、敷地境界を境に本地側は本地の所有、隣接地側は隣接 
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 地所有となる。 

・本地の雨水管は、前面市道に埋設された所有者不明の私設管に接続している可能性がある。利用 

 にあたり所有者に対する負担等が必要になる場合がある。 

・本地において宅地開発事業を行う場合は、船橋市開発事業における事前協議の手続等に関する条 

 例に基づく所定の手続きが必要となる場合がある。詳細については船橋市建設局建築部宅地課（ 

 電話：047-436-2690）へ確認すること。 

・本地において、船橋市ワンルーム形式共同住宅に関する指導要綱の適用対象となる建物を建築す 

 る場合は、同指導要綱に基づく所定の手続きが必要となる。詳細については、船橋市建設局建築 

 部宅地課（電話：047-436-2695）へ確認すること。 

・本地の一部は、船橋市ハザードマップによる浸水想定区域（水の深さが～０．５ｍの区域）に含 

まれている。詳細については、船橋市市長公室危機管理課（電話：047-436-2037）へ確認するこ 

と。 

・本地は景観法による景観計画区域内に立地するため、一定規模以上の建築物や工作物の建築等を 

 行う場合は、同法に基づく船橋市長への届出が必要となる。詳細については、船橋市建設局都市 

 計画部都市計画課（電話：047-436-2527）へ確認すること。 

・本地において、放射線量の測定等の放射性物質に関する調査は実施していない。 

・本地において、土壌汚染調査は実施していない。 

・本物件は、上記及び別記「建物等の概要」のとおり建物、工作物等が設置されているが、本調書 

 記載の有無に関わらず、全て現状有姿による引渡しとする。 

・図面その他記載事項と現況が異なる場合は現況を優先する。 

・土地の開発等（建築を含む。）に当たっては、上記以外にも都市計画法、建築基準法等の各法令及 

 び各地方公共団体の条例等により、規制、指導がなされる場合があるので、詳細は各関係機関へ 

 確認すること。 
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別記 第２号様式 

 建物等の概要 
 
所 在 船橋市習志野台八丁目１９８３番地１３２ 

家 屋 番 号 １９８３番１３２ 

種 類 寄宿舎 
構 造 鉄筋コンクリート造陸屋根４階建 

床 面 積 

１階 ３０７．０６㎡ 
２階 ３０７．０６㎡ 
３階 ３０７．０６㎡ 
４階 ３０７．０６㎡ 
延床面積 １２２８．２４㎡ 

建 築 時 期 昭和４５年２月２８日 新築 

間 取 り 

１戸の部屋数 
和室６帖、和室４．５帖、和室３帖、台所、浴室、便所、玄関、廊下、ベランダ 
１階から４階同型 １フロア 8 戸形式 全３２戸 
 
 

附 属 建 物 

無 
 
 
 
 
 
 

そ の 他 の 
特 記 事 項 

・本物件は主たる建物 1 棟、駐輪場等の工作物及び建物に付帯する設備等付きの物
件である。 

・駐輪場については周壁が無く、登記対象外である。 
・建物等について厳密な調査をしたわけではないため、アスベスト含有建材等の使
用についても否定できない。 

・PCB については、令和６年度資産経営課現地調査により、使用していないことを 
 確認した。 
・本件については、耐震診断は実施していない。 
・新築より長期間経過し、また令和３年３月末より閉鎖され、建物の劣化が進んで
いるため、使用する場合は大規模な修繕等が必要と思われる。 

・本物件については、建築時の竣工図等の所在が不明であり、本書及び建物平面図 
 は実測により記載している。 
・本物件内には、浴槽、湯沸かし器、照明器具等が多数残置されている。 
・図面その他記載事項と現況が異なる場合は、現況を優先する。 
・解体撤去をする場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（建設リ
サイクル法）に基づく届け出が必要になるとともに、廃棄物の処理及び清掃に関
する法律に基づき、廃棄物の適正な処理が義務付けられる。 

・建物内の備品等も、買受人の負担で適正に処理すること。特に、特定家庭用機器
再商品化法（家電リサイクル法）に基づく適正な処理を行うこと。 

・本物件に含まれる建物・工作物及び建物に付帯する諸設備が現状のまま引き渡さ
れることを十分に理解し、これを使用する場合において必要となる修繕や整備、
安全確保については、自らの負担において行うこと。 
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